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幼 稚 園 教 育 要 領 に つ い て 

 

 

第1章 総則 

 

第 1 幼稚園教育の基本 

   幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、幼稚園教育は、

学校教育法第 22 条に規定する目的を達成するため、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して行う

ものであることを基本とする。 

   

第２ 教育課程の編成 

  幼稚園は、家庭との連携を図りながら、この章の第１に示す幼稚園教育の基本に基づいて展開

される幼稚園生活を通して、生きる力の基礎を育成するよう学校教育法第 23 条に規定する幼稚

園教育の目標の達成に努めなければならない。幼稚園は、このことにより、義務教育及びその後

の教育の基礎を培うものとする。 

  各幼稚園においては、幼児の心身の発達と幼稚園及び地域の実態に即した適切な教育課程を編

成する。 

１．幼児期の発達の特性を踏まえ、入園から修了に至るまでの長期的な視野をもって充実した生

活が展開できるよう配慮して、具体的なねらいと内容を組織しなければならない。 

２．幼稚園の毎学年の教育課程に係る教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39 週を下らな

い。 

３．幼稚園の 1 日の教育課程に係る教育時間は、4 時間を標準とする。 

 

第 3 教育課程に係る教育活動の終了後等に行う教育活動など 

   幼稚園は、地域の実態や保護者の要請により教育課程に係る教育時間の終了後等に希望す

る者を対象に行う教育活動について、幼稚園教育の基本を踏まえ実施すること。また、幼稚

園の目的の達成に資するため、幼児の生活全体が豊かなものとなるよう家庭や地域における

幼児期の教育の支援に努めること。



第2章 ねらい及び内容 

 

   ねらいは、幼稚園修了までに育つことが期待される生きる力の基礎となる心情、意欲、態度など

で、内容は、ねらいを達成するために指導する事項のこと。 

「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の５領域にまとめて示している。 

 

健  康（健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。） 

ねらい 

⑴ 明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。 

⑵ 自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。 

⑶ 健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける。 

 

人間関係（他の人々と親しみ、支え合って生活するために、自立心を育て、人とかかわる力を養う。） 

ねらい 

⑴ 幼稚園生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう。 

⑵ 身近な人と親しみ、かかわりを深め、愛情や信頼感をもつ。 

⑶ 社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける。 

 

環  境（周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってかかわり、それらを生活に取り入れていこう

とする力を養う。） 

ねらい 

⑴ 身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心をもつ。 

⑵ 身近な環境に自分からかかわり、発見を楽しんだり、考えたりし、それを生活に取り入れよう

とする。 

⑶ 身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚

を豊かにする。 

 

言  葉（経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとす

る意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う。） 

ねらい 

⑴ 自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう。 

⑵ 人の言葉や話などをよく聞き、自分の経験したことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味わ

う。 

⑶ 日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ、先生や友達と

心を通わせる。 

 

表  現（感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を

養い、創造性を豊かにする。） 

ねらい 

⑴ いろいろなものの美しさなどに対する豊かな感性をもつ。 

⑵ 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。 

⑶ 生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ。 



第3章 指導計画及び教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項 

 

 第１ 指導計画の作成に当たっての留意事項 

    幼稚園においては、幼児期にふさわしい生活が展開され、適切な指導が行われるよう、調和の

とれた組織的、発展的な指導計画を作成し、幼児の活動に沿った柔軟な指導を行わなければな

らない。 

  

１．一般的な留意事項 

⑴ 指導計画は、幼児の発達に即して一人一人の幼児が幼児期にふさわしい生活を展開し、必要

な体験を得られるようにするために、具体的に作成すること。 

⑵ 指導計画の作成に当たっては、具体的なねらい及び内容を明確に設定し、適切な環境を構成

することなどにより活動が選択・展開されるようにすること。 

⑶ 幼児の活動が、それぞれの時期にふさわしく展開されるようにすること。特に 3 才児の入園

については、家庭との連携を緊密にし、生活のリズムや安全面に配慮すること。 

⑷ 幼児が様々な人やものとのかかわりを通して、多様な体験をし、心身の調和のとれた発達を

促すようにしていくこと。 

⑸ 長期的に発達を見通した指導計画と、週や日などの短期の指導計画を作成し、適切な指導が

行われるようにすること。 

⑹ 一人一人の幼児が興味や欲求を十分に満足させるよう適切な援助を行うようにすること。 

⑺ 教師は、理解者、共同作業者など様々な役割を果たし、幼児の発達に必要な豊かな体験が得

られるよう、活動の場面に応じて、適切な指導を行うようにすること。 

⑻ 幼稚園における生活が家庭や地域社会と連続性を保ちつつ展開されるようにすること。 

⑼ 幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思考や主体的な生活態度などの基礎を培うよう

にすること。 

 

２．特に留意する事項 

⑴ 安全指導 

⑵ 障がいのある幼児の指導 

⑶ 特別支援学校との連携 

⑷ 行事の指導 

⑸ 幼稚園教育と小学校教育の連携 

 

第２ 教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項 

 

１．地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間の終了後等に希望する者を対象に行

う教育活動については、幼児の心身の負担に配慮すること。 

２．幼稚園の運営に当たっては、子育ての支援のために保護者や地域の人々に機能や施 

設を開放して、園内体制の整備や関係機関との連携及び協力に配慮しつつ、幼児期の教育に関す

る相談に応じたり、情報を提供したり、幼児と保護者のとの登園を受け入れたり、保護者同士の

交流の機会を提供したりするなど、地域のおける幼児期の教育のセンターとしての役割を果たす

よう努めること。 



 

幼 稚 園 教 育 要 領 改 訂 の 概 要 
 

幼児期に思いきり遊ぶことで、その後の学びが豊かになるといわれており、幼稚園では、遊

びを通した教育を行っている。このことは新しい幼稚園教育要領にも継承。 
 
 
 
Ⅰ：教育課程はどこが変わるの？ 

 

【発達や学びの連続性を踏まえた幼稚園教育の充実】 

 

－幼小の円滑な接続－ 
 

○ 幼児期の特性を踏まえた幼稚園教育の基本に基づく幼稚園生活により、義務教育及び 
  その後の教育の基礎が培われることの明確化 

○ 幼稚園と小学校の教師が幼児と児童の実態や指導の在り方について相互理解を深める 
 こと、幼児と児童の交流を図ること 
○ 協同する経験を重ねること 

（幼児同士が共通の目的を生み出し、協力し、工夫して実現していく） 
○ 規範意識の芽生えを培うこと （体験を重ねながらきまりの必要性に気づく） 

 

－子どもや社会の変化への対応－ 
 

○ 多様な体験を重ねる中で、それら一つ一つの体験の関連性を図ること 
○ 言葉による伝え合いができるようにすること 
○ 友達とともに遊ぶ中で、好奇心や探究心を育て、思考力の芽生えを培うこと 
○ 体を動かすこと、食に関する活動を充実すること 
○ 表現に関する指導を充実すること 
○ 自信をもって行動できるようにすること 

 

【幼稚園生活と家庭生活の連続性を踏まえた幼稚園教育の充実】 
 

○ 心のよりどころとしての家族を大切にしようとする気持ちが育つようにすること 

○ 家庭と連携しながら、基本的な生活習慣が身につけられるようにすること 

○ 家庭との連携に当たっては、保護者の幼児期の教育に関する理解がより深まるように 

すること 

 

Ⅱ：教育課程以外にも何か変わるの？ 
 

【子育ての支援と預かり保育の充実】 

 
○ 子育ての支援については、相談、情報提供、保護者との登園の受け入れ、保護者同士の 

交流機会の提供など、地域の幼児教育のセンターとしての役割を果たすよう努めること 
○ 預かり保育については、幼児の心身の負担に配慮すること。その上で次の点に留意す 

ること 
 

・ 教育課程の活動を考慮し、幼児にふさわしい無理のないものとすること。 
教育課程の担当者との緊密な連携を図ること 

・ 家庭や地域での生活を考慮し、預かり保育の計画を作成すること 
・ 家庭との緊密な連携を図り、保護者の意識を高めること 
・ 地域や保護者の事情とともに幼児の生活のリズムを踏まえること 
・ 適切な指導体制を整備し、教師の責任と指導の下に行うこと 
 



幼稚園教育要領 『ねらい』と『内容』について改訂のポイント 

 
◇『ねらい』…幼稚園修了までに育つことが期待される生きる力の基礎となる心情、意欲、態度など 

◇『内容』…ねらいを達成するために指導する事項→幼児の発達の側面から５つの領域で構成 

①心身の健康に関する領域「健康」 

②人とのかかわりに関する領域「人間関係」 

③身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」 

④言葉の獲得に関する領域「言葉」 

⑤感性と表現に関する領域「表現」 

 

領域名 改 訂 の ポ イ ン ト 

健 康 

健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活を作り出す力を養う  

○心身の健康・運動の充実 

（運動能力の低下がすすんでいるので、体を動かす気持ちよさを体験し、自分から体を動かそうとする意欲が育

つようにすること）  

○食に関する活動「食育」の充実 

（和やかな雰囲気の中で、一緒に食べる楽しさを味わったり、食べ物に興味関心を持ったりするようにすること）  

○生活習慣に関する指導 

（家庭での生活経験に配慮して、他の幼児とかかわりながら、生活に必要な習慣を身につけること） 

人間関係 

他の人々と親しみ、支えあって生活するために、自立心を育て、人とかかわる力を養う  

○自分の気持ちを調整する力を育て、協同性を伸ばすこと 

（お互いにかかわりながら、共同で遊べるように、自分で行動する力を育て、友達と試行錯誤して遊ぶ喜びを味

わうようにすること）  

（集団生活の中で、自己を発揮し、お互いに思いを主張し、折り合いをつける体験をすることで、自分の気持ちを

調整する力が育つようにすること） 

○規範意識の芽生えを養うこと 

○自分に自信をもって行動するように導くこと 
（教師や友達に認められる体験をし、自信を持って行動できるようにすること） 

○家族の愛情を感じ取れることを重視する 

環 境 

周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもってかかわり、それらを生活に取り入れていこ

うとする力を養う思考力の芽生えが追加 

（周囲の環境とかかわり、次第に周囲の世界に好奇心を抱き、自分なりに考えることができるようになる過程を大

切にし、自ら考えようとする気持ちが育つようにすること） 

言 葉 

経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとす

る意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う言葉による伝え合い 

○他人の話をよく聞き、伝え合いができるようにすること 

（自分の思いを言葉で伝えるとともに、教師や他の幼児などの話を聞くことで、言葉による伝え合いができるように

すること） 

○思考のための言葉を養うこと 

表 現 

感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を

養い、創造性を豊かにする表現する過程を大切にして自己表現が楽しめる工夫 

○表現する過程を大切すること 

（他の幼児の表現にも触れられるようにし、表現する課程を大切にして自己表現を楽しめるように工夫すること） 

各領域に示すねらいは幼稚園における生活の全体を通じ、幼児が様々な体験を積み重ねる中で相互に関

連をもちながら次第に達成に向かうものであること、内容は幼児が環境にかかわって展開する具体的な活

動を通して総合的に指導されるものであることに留意しなければならない。 



保育所保育指針 

 

 平成２０年３月２８日厚生労働省告示 

 平成２１年４月１日適用 

 

第１章～第７章で構成、保育所における保育の内容を定める。 

 

第１章 総則 

  保育所保育指針の基本となる考え方と全体像を示す。 

 １ 趣旨 保育所保育指針とは何か 

  「保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項」を

定めたもの 

 ２ 保育所の役割 

  保育に欠ける乳幼児の保育を行い、その健全な心身の発達を図る。 

  この目的を達成するために保育に関する専門性を有する職員が家庭との緊密な連携の

下に子どもの状況や発達過程を踏まえ環境を通して養護及び教育を行う。 

また、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図り、入所する子どもの保護者に対す

る支援、地域の子育て家庭への支援を行う。 

 ３ 保育の原理 

  子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培う。 

 ４ 保育所の社会的責任 

  子どもの人権を尊重する。 

  地域社会との交流を図るとともに、保護者等へ説明責任を果たす。 

  個人情報の適切な取り扱いと苦情解決の責任 

 

第２章 子どもの発達 

  保育士等が子どもの発達及び生活の連続性に配慮して保育するため、乳幼児期の発達

の特性や発達過程について示す。 

 １ 乳幼児期の発達の特性 

 ２ 発達過程 おおむね８つの区分としてとらえ、子どもの状態を把握しながら、その

発達を援助する。 

 

第３章 保育の内容 

  乳幼児期の子どもが身につけることが望まれる心情、意欲、態度などの事項及び保育

士等が行わなければならない事項等、保育所における保育の内容を示す。 

 １ 保育のねらい及び内容 

  養護と教育の両面の視点から示すが、一体的な保育の展開に留意が必要 

   養護 生命の保持、情緒の安定 

   教育 健康、人間関係、環境、言葉、表現 

 ２ 保育の実施上の配慮事項 



   全般的、乳幼児保育、３歳未満児保育、３歳以上児保育の４つに分けて示す。 

 

第４章 保育の計画及び評価 

 計画に基づいた保育の実施のため、「保育過程」及び「指導計画」を明確化するととも

に、保育の質の向上の観点から、保育所や保育士等の自己評価について示す。 

 １ 保育の計画 

   発達過程の応じた保育 

   長時間にわたる保育 

   障害のある子どもの保育 

   小学校との連携 

   家庭及び地域社会との連携 

 ２ 保育の内容等の自己評価 

 

第５章 健康及び安全 

  子供の生命の保持と健やかな生活の基本となる健康及び安全の確保のため、保育所に

おいて留意しなければならない事項について示す。 

 １ 子どもの健康支援 

 ２ 環境及び衛生管理並びに安全管理 

 ３ 食育の推進 

 ４ 健康及び安全の実施体制 

 

第６章 保護者に対する支援 

 保護者支援の原則や基本を踏まえ、保育所の特性を生かした入所児の保護者への支援及

び地域の子育て支援について示す。 

 １ 保育所における保護者に対する支援の基本 

 ２ 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援 

 ３ 地域における子育て支援 

 

第７章 職員の資質の向上 

 質の高い保育を展開するために必要となる職員の資質向上について、施設長の責務を明

確化するとともに研修等について示す。 

 

 １ 職員の資質向上に関する基本事項 

 ２ 施設長の責務 

 ３ 職員の研修等 



幼稚園教育要領と保育所保育指針の比較 
 

  幼 稚 園 教 育 要 領 保 育 所 保 育 指 針 

基本的な考え方 

計画的な環境の構成 計画的に環境を構成しなければならない。 
計画的に環境を構成し、工夫して保育しなけれ

ばならない。 

遊びを通した指導 

遊びを通しての指導を中心として第２章に示

すねらいが総合的に達成されるようにするこ

と。 

生活や遊びを通して総合的に保育すること。 

一人ひとりの発達の

特性に応じた教育 

幼児一人ひとりの特性に応じ、発達の課題に即

した指導を行うようにすること。 

一人ひとりの発達過程に応じて保育すること。

その際、子どもの個人差に十分配慮すること。 

計画の作 成 

教育課程・保育課程

の編成及び指導計画

の作成 

適切な教育課程を編成するものとする。 

指導計画を作成し、幼児の活動に沿った柔軟な

指導を行わなければならない。 

保育の基本とする「保育課程」を編成するとと

もに、これを具体化した「指導計画」を作成し

なければならない。 

教 育 内 容 教 育 の ね ら い 

「健康」「人間関係」「環境」「言葉」「表現」の５領域から構成 
 

健 康：健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活

をつくり出す力を養う。 

人間関係：他の人々と親しみ、支え合って生活するため

に、自立心を育て、人とかかわる力を養う。 

環 境：周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって

かかわり、それらを生活に取り入れていこうとす

る力を養う。 

言 葉：経験したことや考えたことなどを自分なりの

言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意

欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現

する力を養う。 

表 現：感じたことや考えたことを自分なりに表現す

ることを通して、豊かな感性や表現する力を養

い、創造性を豊かにする。 

 

 

健 康：健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活

をつくり出す力を養う。 

人間関係：他の人々と親しみ、支え合って生活するため

に、自立心を育て、人とかかわる力を養う。 

環 境：周囲の様々な環境に好奇心や探究心をもって

かかわり、それらを生活に取り入れていこうとす

る力を養う。 

言 葉：経験したことや考えたことなどを自分なりの

言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意

欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現

する力を養う。 

表 現：感じたことや考えたことを自分なりに表現す

ることを通して、豊かな感性や表現する力を養

い、創造性を豊かにする。 

※ 「幼稚園教育要領」は教育内容に関することを中心として定めている一方、「保育所保育指針」は保育内容に加えこれに関連する運営（保育所に

おける自己評価等）について定めている、なお、幼稚園における学校評価等は学校教育法施行規則等に規定されている。 

※ 「幼稚園教育要領」では養護について明記していないが、幼稚園教育を実践するに当たっては幼児に対する一定の養護が必要となる。一方、「保

育所保育指針」では養護と教育の両面から示している。 



高石市学校園教育推進計画（高石っ子元気っ子プラン） 

平成 21 年 5 月 

Ⅰ．策定の趣旨 

今後の社会は、様々な面で激しく変化し、先行きを見通すことが困難な状況にな

ることが予想されます。特に国際化や情報化、環境問題など教育に与える影響が大

きいことから、社会の変化に対応する教育を進め、変化の激しいこれからの社会を

柔軟に生きていくことのできる人間の育成を目指す必要があります。  

また、これからの学校園では、知・徳・体のバランスの取れた教育活動を展開し、

社会の変化に主体的に対応できる、心豊かなたくましい人間の育成が重要であ ると

考えます。すなわち、これからの未来を担う子どもたちが将来にわたって「生きる

力」を養っていくことが肝要です。 

Ⅱ．計画の期間 

国および大阪府における教育改革の動向などを踏まえ、高石市がめざす教 育の目

標を明確にするため、平成 21 年度から平成 2５年度までの５ヵ年とします。 

Ⅲ．計画の目的 

高石市学校園教育推進計画（高石っ子元気っ子プラン）は、知・徳・体のバラン

スの取れた教育活動を展開し、社会の変化に主体的に対応できる、心豊かなたくま

しい人間の育成をめざすために《確かな学力＝知の「げんき」》《豊かな心＝徳の

「げんき」》《健やかな体＝体の「げんき」》の目標を掲げ、従前から学校園で取

り組んでいる教育活動を継承しながら、平成 20 年に改訂された学習指導要領を踏

まえ、総合的に推進していくことを目的とし、必要に応じて見直しを行います。 

Ⅳ．推進にあたり 

各学校園では、本プランに基づいた教育活動を展開するとともに、児童生徒の実

態や地域の実情に応じた明確な教育方針のもと、主体的な学校園運営や、創意ある

教育活動などを実践することにより、これまで以上に学校園での教育の質を高め、

子ども一人ひとりに「生きる力」を育むよう教育活動の改善 ・充実に努め、未来を

担う高石っ子を育成します。 

このプランを着実に推進するためには、 学校園や行政だけでなく、学校・家庭・

地域の連携が不可欠です。高石市の教育力を高めていくために、本市教育委員会も、

学校・家庭・地域がそれぞれの機能を十分発揮できるよう支援してまいりますので、

市民の皆様にもご理解とご支援をいただきますようお願い申し上げます。 



（１）プランがめざす子ども像

『生きる力』＝知・徳・体のバランスのとれた人間性豊かな思いやりをもつ児童生徒

① 知の‟げんき”…意欲をもって主体的に学べる力が元気

② 徳の‟げんき”…豊かで、思いやりのある、心が元気

（２）プランがめざす学校像

『一人ひとりを大切にし、生きる力と夢をはぐくむ学校』

① 楽しく活力のある学校
② 確かな学力を身につけさせる学校
③ 心身ともに健康で、人を思いやる豊かな心を育てる学校

《心の教育》の充実に努めます

《学力向上》の充実に努めます

保護者・地域との

☆未来の高石をになう子どもを

保護者,地域が一体となって

◈一人ひとりが尊重される集団づくりを中心に人権教育の充実を図ります。

◈「道徳の時間」を中心とする心の教育の指導の充実を図ります。

◈児童会，生徒会活動を活性化し、ボランティア活動等、自分を必要と

《健康・体育》の充実に努めます

◈「朝ごはん食べよう」キャンペーンを展開し、食育の充実を家庭・地域

と一体となって推進し、健康・安全に関する基本的な生活習慣や態度

を育て、体力増進を図ります。

基礎学力＝「確かな学力」の育成

【高石っ子の実態と課題】

○話す・書く等自分で表現する力、グラフや資料を読み取る力に課題

○宿題には取り組んでいる反面、家庭での自主学習の活動が少ない

○いじめに対しての認識や、ルールや決まりを守る等の規範意識が薄い

◈反復学習による基礎・基本の徹底を図ります。

◈子どもたちが学びあえる授業展開を工夫し、子どもの学習のつまずきを把握し、きめ細かな個に応じた

指導方法による授業を実施します。

また、長期休業中や、放課後において補充学習会を実施しつまずきに対する学習支援を行います。

◈話す・書く等自分で表現する力、グラフや資料を読み取る力を育む授業の研究を推進します。

☆校種の違いによる学習や生活の

校種間（幼,保・小・中）連携

学校園との

☆高石市の課題に応じた研修を行い、

教職員の資質・指導力向上を図ります！

教職員の資質・指導力向上

１…学校園の教育活動への参画をお願いします。
２…規律ある生活習慣を身につけるように、
ご協力をお願いします。

３…家庭での約束やルールを子どもと話し合って
決め、守れるように努めてください。

４…子どもの学習（例えば宿題）に
関心をもってください。

５…家庭で子どもができる仕事を与えて、
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１．計画の施策体系 

 

１．地域における子育て支援 

1 地域における子育て支援サービスの充実 

2 保育サービス等の充実 

3 地域における子育て支援のネットワークづくり 

4 児童の健全育成 

5 世代間交流の推進、余裕教室等を活用した子育て支援サービスの推進 

 

２．母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進 

1 子どもや母親の健康確保 

2 食育の推進 

3 思春期保健対策の充実 

4 小児救急医療体制の充実 

 

３．子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

1 次代の親の育成 

2 就労意識の啓発、情報発信 

3 安全等に配慮した教育環境の整備 

4 子どもの生きる力の育成に向けた学校等の教育環境の整備 

5 家庭や地域の教育力の向上 

6 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

 

４．子育てを支援する生活環境の整備 

1 良質な居住環境の確保 

2 子ども等が安心・安全に通行することができる道路交通環境の整備 

3 安心して外出できる環境の整備 

4 子どもが犯罪等の被害に遭わないための安心・安全まちづくり推進 

 

５．職業生活と家庭生活との両立の推進 

1 女性の就労支援と男性を含めた働き方の見直し等 

 

６．子どもの安全の確保 

1 子どもを交通事故から守るための交通安全教育の推進 

2 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

3 犯罪、いじめ等により被害を受けた子どもの立ち直り支援 

 

７．要保護児童への対応などきめ細やかな取組みの推進 

1 児童虐待防止対策等の充実 

2 母子家庭等の自立支援の促進 

3 障がい児施策の充実 
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２．具体的な取組み 

 

（1） 地域における子育て支援 

 

①地域における子育て支援サービスの充実 

 

＜地域子育て支援センター事業の充実＞ 

・交流の場の提供や子育て不安等についての相談・指導、子育てサークル等の育成・

支援を行うため地域子育て支援センター事業を、公立と私立の保育所各 1 か所で実施

しています。子育てに関する様々なニーズに対応するため、保育所、幼稚園、保健所、

病院などの子育て関連施設のサービス内容を把握し、必要に応じて効果的に組み合わ

せて情報提供できるよう、地域でのコーディネート機能を強化します。また、交流の

場の提供や子育て不安等についての相談・指導、子育てサークル等の育成・支援を担

うため、地域の中核として活動を行い、地域への出前保育等の充実も図っていきま

す。 

 

 

＜一時保育等の充実＞ 

・一時保育事業の充実 

保護者の急用発生などの緊急時や週数日のパートタイム就労の非定型、また、育児ノ

イローゼ等の私的理由に対応する一時保育を現在保育所１か所で実施していますが、

平成２１年度までにさらに 1 か所整備することを目標にします。 

・ショートステイ事業（子育て短期支援事業）の充実 

保護者の疾病等の社会的理由により、一定期間の養育を行うショートステイを実施し

ています。現在市外の児童福祉施設４か所で実施していますが、過去の実績等から前

期計画では制度の周知と利用の促進を図っていきます。 

・トワイライトステイ事業の実施 

保護者の仕事等で帰宅が夜間になるなどの場合に児童福祉施設で一時的に児童を養

育・保護するトワイライトステイ事業については、子育て家庭のニーズが多様化して

おり、意向調査の結果でも要望されているため、平成２１年度までに２か所で実施す

ることを目標にします。 

 

 

＜放課後児童健全育成事業（あおぞら児童会）の拡充＞ 

・保護者の労働等により昼間保育に欠ける児童を学校の空き教室を利用して、適切な

遊びと生活の場を提供する放課後児童健全育成事業（あおぞら児童会）は、今後、社会

情勢の動向等を把握しながら、開設時間等の拡充を図っていきます。 

 

 

＜ファミリーサポートセンター事業の整備＞ 

・地域における子育ての相互援助活動を行う会員制組織であるファミリーサポートセ

ンター事業については、児童育成計画においても整備することが求められており、今

後、家庭における育児支援や地域のなかで子育てを助け合う環境整備の必要性が増し

ていくと考えられるため、平成２１年度までに１か所整備することを目標にします。 
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＜つどいの広場事業の検討＞ 

・主に乳幼児（０～３歳児）を持つ親と子どもが気楽に集い交流するとともに、子育て

相談を行うつどいの広場事業については、核家族化の進行により世代間の育児知識・

技術の伝承が十分行われなくなっており、地域での支えあいが必要とされているため、

平成２１年度までに１か所整備することを目標にします。 

 

 

②保育サービス等の充実 

 

 

＜乳児保育等の充実＞ 

・共働き家庭の増加や勤務形態の多様化によって産休明けの職場復帰や１年間の育児

休業取得が困難な保護者など、０歳児保育についてのニーズ増大が予想されることか

ら現在市内全ての保育所で低年齢児保育を実施していますが、将来の児童数等を勘案

し、平成２１年度までに１か所整備することを目標にします。 

 

 

＜延長保育の充実＞ 

・保育所では通常保育の終了後、延長して子どもを預かる延長保育を実施しています。

現在保育所７か所で午後７時まで、１か所で午後９時までの延長を実施していますが、

働く女性の増加や勤務形態の多様化により就労時間に対して多様なニーズが生まれて

いることから、平成２１年度までに午後７時まで実施する保育所をさらに１か所整備

することを目標にします。 

 

 

＜病後児保育の実施＞ 

・病気回復期にあり、集団保育に適さない児童を預かり、子育てと就労の両立を支援

する病後児保育については、意向調査の結果からもニーズの高まりがみられることか

ら医療をはじめとする関係機関の協力のもと、専門職の配置や他児童への感染等に配

慮した施設等の体制を整えます。平成２１年度までに１か所整備することを目標にし

ます。 

 

 

＜休日保育の実施＞ 

・日曜日、祝日等の保育所での保育サービスについては、就労形態の多様化により両

親ともに常勤しているケースもみられることから、平成２１年度までに１か所整備す

ることを目標にします。 

 

 

＜夜間保育事業＞ 

・現在、市内保育所１か所で２１時まで延長保育を実施していますが、その利用人数

が尐ないことから、２２時を基本として開設する夜間保育事業については、今後利用

者の動向やニーズを把握し、必要に応じて検討していきます。 

 

 

＜保育内容の評価＞ 

・保育サービスの質の向上を図るため、保育施設における自己採点のための準備作業
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を進め、客観的な評価となる第三者評価の導入を目指します。 

＜保育施設、設備の改善等＞ 

・市内には、建築後相当の年数が経過し、老朽化が進み、また、設備についても建築

当初に設置された設備を使用している保育所があります。このような保育所につきま

しては、保育施設の充実を図るため、施設・設備の改善について検討していきます。 

 また、耐震化につきましても、実施基準の検討がなされており、今後この基準に基

づき計画的にすすめていきます。 

 

 

③地域における子育て支援のネットワークづくり 

 

 

＜地域での子育て支援ネットワークの強化＞ 

・多様化する子育ての不安やニーズに対して地域で幅広く支援するため、保健、医療、

福祉に関する担当課や関係機関、子ども家庭サポーター、自治会、ＮＰＯ、子育てサ

ークル等と連携して各組織間や世代間の情報交流と自主的な活動の促進に努めます。

また、子育て情報や支援が効果的に子育て家庭に届くよう、地域組織の実態把握に努

め、子育て支援ネットワークとしての機構化の検討と効果的な情報発信を推進してい

きます。 

 

 

＜子育ての仲間づくりの支援＞ 

・子育てにかかる不安やストレス等の精神的負担を減らし、子どもの虐待や養育の放

棄を予防するために、子育てに関する情報を交換したり、悩みごとを相談しあったり

する仲間づくりを支援します。 

・現在保育所で実施している育児教室について、参加しやすい時間帯や場所などを工

夫し、内容の充実を図ります。 

・子育てサークルについては、周知の徹底や活動支援を行います。 

・就労など社会活動をしている保護者が、参加しやすいネットワークの形成にも配慮

します。 

・子育てボランティアとして子育てを終えた主婦などに働きかけ、子育てに関する助

言や送迎等の支援を行うことにより、子育てをバックアップする活動やグループ等組

織を支援していきます。 

平成２０年度追加 

・親学習リーダー養成講座受講修了者による「子育て」、「親育ち」を実践し、地域の

平成２０年度追加 

＜保育所における子育て支援の充実＞ 

・子どもを取り巻く環境は、尐子・高齢化、女性の社会進出、家庭や地域の子育て機

能の低下など、大きく変動しています。こうした環境の変化により一時保育、延長保

育、休日保育、病後児保育などの保育ニーズも多様化してきており、こうしたニーズ

に対する保育サービスの充実がさらに求められています。 

 また、障がい児をはじめ増加傾向のある要配慮児が、集団保育のなかで生活するこ

とは子どもの発達に大きなプラスを生み、保護者の就労を支えるためにも大切なこと

です。 

 公民の役割として公立の保育所は、地域における子育て支援のセンター的役割や障

がい児保育事業を実施する役割などを担うものとし、また民間の保育所は、多様化す

る保育ニーズに効果的に、効率的な展開を行うなど、それぞれ役割を分担しながら保

育サービスの提供を行うことが必要です。 

 以上のように、公民の役割分担や多様化する保育ニーズへの対応、また待機児童の

解消などを総合的に検討して、公立保育所を民営化し、子育て支援の充実に取り組ん

でいきます。 
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さまざまな集まりやグループで親と子の関係や子育てについての活動を支援してい

る。 

 

 

 

④児童の健全育成 

 

 

＜健全育成の環境づくり＞ 

・地域における関係団体をはじめとする多方面の連携のもとに、青尐年街頭指導員活

動や青尐年健全育成活動など地域ぐるみで行う青尐年指導育成活動を推進します。こ

うした活動の場として、関係各機関と連携を図りながら、空き教室等の提供など学校

施設の活用について検討していきます。 

・子どもの成長を見守る意識を醸成するため、広報紙等を通じて高石っ子憲章の啓発

や「子どもの顔をみんなで知る活動」、「愛の一声運動」など子どもを見守る活動の実

践に取組みます。 

・子どもが家庭や地域の愛情につつまれて健やかに育ち、社会的な道徳が形成させる

ように親も含めた道徳の向上と学校での道徳教育に努めます。 

 

平成２０年度追加 

・地域の関係団体の協力を得て関係各機関との連携を図りながら「子ども元気広場事

業」を実施に取組んでいきます。 

 

 

＜人材育成＞ 

・子どもの健全な育成や地域における子育てを支える活動に携わる子育てボランティ

ア、カウンセラーやヘルパーを育成するため、野外活動やボランティア講座等の講習

会などの実践に取組みます。 
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⑤世代間交流の推進、余裕教室等を活用した子育て支援サービスの推進 

 

 

＜世代間交流の促進＞ 

・子どもと高齢者の間の交流を中心とした世代間交流を促進するため、介護保健施設

などと児童施設との交流等の取組みを引き続き実施していきます。また、ＮＰＯ等と

地域の関わりを積極的に支援していきます。 

・小・中学校と保育所、幼稚園との交流の促進など、子どもの異年齢交流の機会の拡

大を図ります。こうした異年齢交流を通じて、子どもを地域の一員として認識し、地

域ぐるみで子育てを支える意識向上につなげていきます。 

 

 

＜幼稚園や学校の地域開放＞ 

・子どもの健全育成につなげるため、校庭や園庭等の開放など幼稚園や学校の施設を

活用した取組みについて、機会の拡大など事業の実施を図ります。 
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（２）母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進 

 

①子どもや母親の健康確保 

 

＜乳幼児健康診査、フォロー体制の充実＞ 

・乳幼児の健康管理とともに、疾病等の早期発見、育児不安への対応などに力を入れ、

乳幼児の健全な発育に寄与することを目的として健康診査を実施していますが、今後

は教材等にも工夫し、安心して子育てをしてもらえるよう努めます。また、時間等に

も配慮し、できるだけ多くの不安や悩みの解消に対応できるように取組んでいきま

す。 

・健康診査後に医療機関や関係機関などとの連携強化によるきめ細やかな事後指導や

相談対応を必要に応じて実施するなど、フォローアップ体制の充実に引き続き取組ん

でいきます。 

 

 

＜妊産婦に対する健康診査と相談の充実＞ 

・妊娠中の健康管理及び妊産婦の疑問や不安の解消のため、妊婦一般健康診査及び妊

産婦訪問指導等の保健サービスについて、医療機関と協力しながら充実を図るととも

に、ハイリスク妊産婦の早期からフォローに努めます。 

 

 

＜出産前教育の充実＞ 

・妊娠、出産、子育てに関する正しい知識の普及と妊産婦の交流を図るため、「パパ・

ママ学級」の内容充実や開催日の工夫などにより、出産前教育の充実に努めます。 

・「パパ・ママ学級」へ妊産婦だけでなく父親の積極的な参加を促進します。 

 

 

＜相談と情報提供の充実＞ 

・乳幼児の日々の食事や病気などに関する親の疑問や不安の解消に役立つよう、乳幼

児相談についての相談事業の充実を検討するとともに、保育所、幼稚園との連携を推

進します。 

・病気や事故の最新事例紹介など、乳幼児の生活に関する情報提供の充実を図りま

す。 

・正しい生活習慣やその他の健康情報を行政、民間も含めた母子を取り囲む様々な角

度から受け手の価値観や望ましい行動が取れるような環境に合わせて発信することを

検討します。 

 

 

＜発達・成長過程に応じた健康教育等の支援＞ 

・子どものころに培った生活習慣は生涯を通じて日々の生活の中に表れることから乳

幼児期、学童期における連続的な発達の支援及び健康教育を総合保健センター、小・

中学校、幼稚園、保育所などと連携して行い、正しい健康情報に基づいた子どもの健

全育成を推進します。 
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②食育の推進 

 

 

＜「食育」推進ネットワーク等の検討＞ 

・学童期以降の食育推進は総合保健センターでは困難なことが多いので、食生活改善

推進協議会を支援し、ふれあい親子クッキング（小学生と保護者を対象）を開催してい

ます。また、フリー活動栄養士会は小学生高学年を対象にパワフルキッズクラブを開

催し、食育に取組んでいるので、これらと連携を図ることができれば小学生までの食

育のネットワークの構築が可能であると考えています。 

 

 

＜学校等における食育の推進＞ 

・子ども時代の食生活の乱れは、現在はもちろん、将来の健康にも影響を与え、心の

健全な発達の上でも食生活が重要な意味をもっています。食育の取組みは就学以前の

段階から取組むのがより効果的であることから、今後は、幼稚園や保育所において、

食育紙芝居や保健所の食育媒体を利用して食育の推進を行うとともに、小学校におけ

る栄養教諭の創設を念頭におきながら各学校において食育に取組んでいきます。 

 

 

 

③思春期保健対策の充実 

 

 

＜母子保健と学校保健の連携＞ 

・小学校教育研究会等へ保健師が出席し、情報交換と連携の強化に努めていきます。

今後学校における健康教育の充実に向けて情報提供を積極的に行っていきます。 

 

 

 

④小児救急医療体制の充実 

 

 

小児救急医療体制について、初期救急医療は高石市立診療センターにおいて休日診療

を実施し、また二次救急医療は、泉州医療圏における病院の輪番による二次救急医療

体制を整備し、対応を図っています。しかし、救急医療に従事する小児科医の不足等

により、夜間帯の専門医の確保が難しくなっていることが、泉州医療圏における共通

の課題になっています。 

 そこで、現在、泉州医療圏において大阪府の小児救急広域連携促進事業を活用し、

各市が設置している休日・夜間急病診療所を広域センター化又は小児救急拠点病院の

整備を図り、各市が協力して広域的なエリアをカバーする診療体制の確保を検討して

いきます。 
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（３）子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

 

①次代の親の育成 

 

＜道徳教育の推進＞ 

・学校では人権教育の一環として男女共生教育や性教育を行い、道徳教育を推進しま

す。また、子どもの道徳の形成に地域全体で配慮していきます。 

 

 

＜乳幼児とのふれあう機会の充実＞ 

・中・高生が乳幼児と触れ合う体験のなかで子育てに関する意義や大切を理解し、次

代を担う子どもとして成長できるよう地域の幼稚園、保育所と連携し、乳幼児とふれ

あう機会の充実に努めます。また、ふれあい活動に関して子ども同士のトラブルや通

行中の事故等が発生しないように配慮します。 

 

 

 

②就労意識の啓発、情報発信 

 

 

＜就業感や勤労観の育成＞ 

・社会全体の働き方の変化により児童の職業観や就労観にも変化がみられます。それ

らの望ましい形成のために小・中学校を通じて計画性のあるキャリア教育の実施を検

討します。 

 

 

＜総合学習等を活用した職業人講話＞ 

・地域で実際に働く人に総合学習等へ参加してもらい、働く意義や日々の思い、体験

談等の生の声から児童・生徒の就職に対する社会性を養うとともに、地域産業への理

解をすすめます。 

 

 

＜情報発信＞ 

・平成１６年９月に設置した就労支援センターにおいて地域に密着した情報提供を実

施していきます。 

 

 

＜若年者の就業観意識の把握＞ 

平成１６年度８市４町の広域で若年者の就業観意識調査を行い、現在の若年者の考え

方などを分析することで多様化する若者の就業観の把握に努めます。 



 1

1 

③安全等に配慮した教育環境の整備 

 

 

＜災害に強い教育施設の整備＞ 

・国の補助事業等を今後も活用し、子どもの安全な教育環境の整備のため災害に強い

施設の整備を検討していきます。また、災害時地域住民の安全な避難場所としての役

割を担うため、改修にあたっては学校の児童・生徒の安全にとどまらず、地域の安全

に十分配慮した施設整備を行います。 

 

 

＜良質な教育環境の整備＞ 

・良質な学習環境が子どもの学習意欲の向上に寄与することから、特別教室の器具や

機材、また、楽器等の整備をすすめていきます。また、社会の変化に迅速に対応でき

る子どもを育成するためコンピュータ等の次代に適応した設備の整備にも努め、円滑

な授業の推進に努めます。 

 

 

 

④子どもの生きる力の育成に向けた学校等の教育環境の整備 

 

 

＜確かな学力の向上＞ 

・学校への外部人材の積極的投入 

・学力向上フロンティアスクール事業 

・指導方法の工夫・改善。体験的活動を重視した総合的な学習 

 

 

＜豊かな心の育成＞ 

・全教育活動を通じた心の教育の推進 

・体験的活動を重視した総合的な学習 

 

 

＜健やかな体の育成＞ 

・小学校において「げんきアップノート」・「おおさかキッズパスポート」の活用 

 

 

＜信頼される学校づくり＞ 

・学校評議員制度 

・学校教育自己診断の実施 

・教員の資質向上 

 

 

＜幼児教育の充実＞ 

・幼稚園と保育所、小学校等との交流や連携 
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⑤家庭や地域の教育力の向上 

 

 

＜家庭教育への支援の充実＞ 

家庭は子どもの成長にとって大きな役割を担うものであるが、近年、家庭におけるし

つけの不足、親子のふれあいや信頼関係の不足が指摘されています。 

このため、家庭の重要性や役割を認識するため、保護者対象の子育て支援の後援会

の実施やＰＴＡだより等による広報啓発活動の充実に努めるとともに、家庭教育学級

の充実や学校、家庭、福祉部局等とのネットワークの構築に努めます。 

 

 

＜地域の教育力の充実＞ 

・各中学校区のすこやかネットの進化、充実 

 

 

＜スポーツ・レクリエーションの環境づくり＞ 

・子どもの心と体の成長の場として、各種スポーツ教室やキャンプ、野外でのレクリ

エーション、ハイキング、農業体験といった自然活動について、メニューの充実を図

りながら引き続き実施します。 

 

 

 

⑥子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

 

 

＜有害環境把握と対策＞ 

・コンビニや書店への働きかけと有害街頭看板等の撤去活動などを通じて地域におけ

る有害環境の把握に努めます。また、情報セキュリティーの研修等を通じてインター

ネット上での有害情報対策について理解を深め、学校での有害環境対策にも努めま

す。 
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（４）子育てを支援する生活環境の整備 

 

①良質な居住環境の確保 

 

＜良質な住宅環境の整備＞ 

・子育て世帯がゆとりある住環境のなかで安心して子育てができるよう、公営住宅の

建替に際し妊産婦や子育て世帯にとって住みよい設備・機能等の整備を要望するなど、

府や関係機関に対して働きかけていきます。 

 

 

②子ども等が安心・安全に通行することができる道路交通環境の整備 

 

＜安全な道路交通環境の整備＞ 

・子どもや妊産婦が市内の道路を安全に通行できるよう、現在実施している段差、勾

配の解消等の道路環境整備を引き続き進めていくとともに、歩道、自転車道、幅の広

い歩道、歩車共存道路の整備、その他用地買収を伴わない整備方法の検討を行いま

す。 

・公安委員会と連携した総合的な対策の実施により外周幹線道路の車の流れを円滑に

し、生活道路への流入を抑制することで子どもの安全な交通環境の確保に努めます。 

 

＜駐車スペース等の確保、駐車マナーの向上＞ 

・店舗等の荷さばき場及び駐車スペース等の整備を要望していきます。また、違法駐

車の取り締まり強化を所轄警察と連携して推進します。 

 

 

③安心して外出できる環境の整備 

 

＜子育てバリアフリー化＞ 

・子どもと外出する際の利便性向上のため、公共施設や駅、スーパー等にベビーコー

ナーなどの設置を働きかけていきます。 

 

＜公共施設の段差解消＞ 

・子どもやその親、妊産婦等市民が安全に移動できるよう、段差解消等生活環境改善

工事を引き続き実施していきます。 

また、駅舎や駅前のバリアフリー化についても、「交通バリアフリー法」や先進都市

の事例等も十分に研究し、市総合計画や地域福祉計画との整合性を図りながら、バリ

アフリーのまちづくりを進めていきます。 

 

 

④子どもが犯罪等の被害に遭わないための安心・安全まちづくり推進 

 

＜防犯灯の整備＞ 

・地域の自治会とも今後防犯灯の設置、維持管理について協議するとともに、自治会

未設置の地域についても検討を加え、明るく安心・安全なまちづくりの推進に努めま

す。 
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（５）職業生活と家庭生活との両立の推進 

 

①女性の就労支援と男性を含めた働き方の見直し等 

 

 

＜男性を含めた働き方の見直し＞ 

・男女共同参画社会づくりの基本理念のもと、父親が子育てに積極的に参画する意識

の啓発や子育てに関する情報提供などを進めています。 

・家庭における子どものしつけにおいて、父親の存在、役割が問われているなか、父

親のしつけへの積極的な関わりなどを啓発していきます。 

・近年、就業形態が多様化する中で、生活時間や労働時間等について実態調査を行い、

状況を把握し適切に対応する必要があります。また、労働者の労働条件の向上と権利

保護のため、支援策を検討する必要があります。 

 

 

＜企業に対する意識啓発＞ 

・国や府と連携して、企業に対し、雇用における男女平等の確保、男女ともに利用で

きる育児休業制度の普及、事業所内部施設の整備促進、柔軟な勤務形態の導入等につ

いて、企業に取組みを求めていきます。また、労働情報機関紙（勤労者市民ニュース）

を発行し、引き続き市内事業所の啓発に努めます。 

・育児など家族的責任をもつ男女労働者に対する雇用差別をなくすよう、企業内の意

識啓発等の取組みを求めていきます。 

 

 

＜女性の就労支援＞ 

・女性が結婚、出産、育児等で退職することなく就労を継続できるように、育児休業

法や男女雇用機会均等法の周知に努め、差別されることなく、かつ、母性を尊重され

つつ充実した職業生活を営むことができるように、関係機関と連携しながら相談や情

報提供等の支援を行います。 

・女性の再就職や転職などに関する相談や情報提供を行い、また、職業能力の訓練、

ホームヘルパー等の専門技術及び資格の取得などについて、府の職業訓練校や職業安

定所等と連携しながら支援を行います。 

 

 

＜学校における男女平等教育の推進＞ 

・男女平等教育の推進について、引き続き実施していきます。 
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（６）子どもの安全の確保 

 

①子どもを交通事故から守るための交通安全教育の推進 

 

 

＜交通安全教育の推進＞ 

・小学校の低学年児童に対する交通安全教室や小中学校の保健体育科教科指導におい

ての交通安全の指導を深めていくとともに、地域のボランティア等とも連携して交通

安全教育を推進していきます。 

 

 

＜チャイルドシートの正しい使用の徹底＞ 

・チャイルドシートの正しい使用の徹底を図るため、チャイルドシートの使用効果及

び正しい使用方法について普及啓発活動を展開するとともに、チャイルドシートを利

用しやすい環境づくりを進めていきます。 

 

 

 

②子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

 

 

＜地域での見守り活動の推進＞ 

・青尐年の非行防止と健全育成・安全確保のため、学校、家庭、住民が一体となって

取組みを進めており、また、緊急に避難、保護していただける避難場所として、市内

に約６５０か所の一般家庭や商店に「高石っこを守るおうち」として協力をいただいて

います。今後も地域での見守り活動を推進していきます。 

 

 

③犯罪、いじめ等により被害を受けた子どもの立ち直り支援 

 

 

＜相談・支援体制の充実＞ 

・スクールカウンセラー（臨床心理士）やスクールメイト、子どもと親の相談員など専

門的なスタッフの確保と活用に努めます。 

・教育研究センターでの「ふれあい教室相談」「ホットライン高石」「スクールカウンセ

ラーや大学教授による教育相談」などの充実に努めます。また、被害を受けた子どもの

心のケアはもちろんのこと、被害を与えてしまった子どもに対しても学校、教育研究

センター等で連携して教育相談を行い、心のケアに努めます。 

 

 

＜関係機関との連携＞ 

・関係各課、学校、高石警察、堺尐年サポートセンター、中央子ども家庭センター等

との連携を図り犯罪、いじめ等の早期発見と迅速かつ適切な対応を行います。 
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（７）要保護児童への対応などきめ細やかな取組みの推進 

 

①児童虐待防止対策等の充実 

 

 

＜子どもの安全確保の優先と迅速な対応＞ 

・児童虐待は、猶予を許さない緊急対応が必要になるケースがあることから、子ども

の安全確保を最優先課題とし、初期対応に手間取ることがないよう、児童相談所と密

接に連携し、迅速かつ適切な対応を行います。 

 

 

＜組織的な対応の促進＞ 

・家庭児童相談員等による相談体制について、部課長による個別処遇協議や民生・児

童委員、主任児童委員等関係機関との連携を強化するなど、充実を図ります。また、

通告や発見があれば、直ちに児童虐待防止ネットワークの関係者で調査やアプローチ

の方法、機関連携と援助の方法等を協議して取組みます。なお、保護者への対応や関

係機関との協議にあたっては、複数の職員で行うことを心がけ、一人の視点で判断す

る弱点をカバーすることに留意します。 

 

 

＜関係機関連携による援助＞ 

・民生・児童委員、主任児童委員等による地域における身近な相談・援助活動や見守

りの充実などによって、虐待防止や地域の子育て支援機能の充実を図っていきます。

また、総合保健センター、医療機関、保育所、学校等の関係機関の見守りと支援機能

の充実を図るとともに、１機関の自己完結的な支援ではなく、互いの立場と機能を十

分理解し、問題に対する認識と援助目標を共有化します。 

 

 

＜児童虐待防止ネットワークの充実＞ 

・児童虐待防止ネットワークの取組みをより重層的なものにするため、子ども家庭サ

ポーター（子ども虐待防止アドバイザー）との連携や、大阪府において新たな構築が計

画されているコミュニティソーシャルワーカーとの連携について検討するなど、ネッ

トワークの機能強化に努めます。 

 

 

＜啓発活動の充実＞ 

・虐待など問題となる要因の発生に対する予防の観点から、子どもの人権擁護に関す

る啓発活動に積極的に取組んでいきます。また、虐待防止などに対してどのような相

談機能があるかなど、市民に対応策をわかりやすく示すことができるよう、広報の充

実に努めます。 
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②母子家庭等の自立支援の促進 

 

 

＜ひとり親家庭の自立支援＞ 

・ひとり親家庭のニーズをよく見極めながら、ひとり親家庭に対する経済的な支援策

（貸付金、給付金）など、制度の一層の充実を図ります。 

・これらの制度に関して、広報等を通じて積極的な情報提供・周知を行っていきま

す。 

 

 

＜サポート体制の充実＞ 

・ひとり親家庭の悩みや相談の内容をよく見極め、安心して生活が営むことができる

よう、母子相談の充実を図ります。また、父子家庭に対しても、子育てや日常生活等

にかかる相談に答えるため相談体制の充実を図り、早期に適切な支援につなげていき

ます。 

・精神的な安らぎや自立した解決策を見出せるよう、ひとり親家庭相互の交流をすす

めるため、支援策について検討します。 

・ひとり親家庭が相互に支えあう仕組みや母子寡婦福祉会への若年母子層の入会促進

など、同じ立場にたってふれあいや相談ができる体制の充実をサポートします。 

 

 

 

③障がい児施策の充実 

 

 

＜障がい児教育の充実＞ 

・現在公立の小学校に通学する障がいのある子どもに対し、理学療法士を派遣するな

ど、教育機関における障がいのある子どもの受け入れ体制の整備を推進していきます。

今後も障がいのある子どもが、それぞれの状況に応じて就学先を適切に選択できるよ

う、各学校における受け入れ態勢の充実を図ります。 

・障がいのある子どもの就学についての悩みや不安の軽減を図るため、関係機関が連

携して相談に応じる総合的な支援ネットワークについて検討していきます。 

 

 

＜障がいの早期療育＞ 

・福祉、保健、医療等関係機関の連携により、相談機能を充実させるなど障がいの早

期対応を図ります。 

・相談から訓練、療育、保育、学校教育へと指導や情報提供が体系的に行われるシス

テムを確立し、障がいの早期発見、早期療育につなげていきます。 

・療育体制の充実の一環として、現在、知的障害児通園施設「松の実園」で実施してい

る母子通園事業「バンビグループ」の活用を引き続き推進するとともに、指導体制の充

実などを図ります。 

 

 

＜支援施設の整備・充実＞ 

・医療や教育等の多領域にわたる総合的な援助療育の充実を図るとともに、松の実園

を障がいの重度・重複・多様化の傾向に対応した相談や訓練、療育を行うことができ
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る障がい児療育の中心的施設として整備することを検討します。 
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＜地域社会における療育環境の充実＞ 

・障がいのある子どもが安心して暮らし、心身ともに伸びやかに育つことができる地

域社会の構築を促進する必要があります。市民の障がいに対する正しい知識と理解を

得るため、セミナーや広報などを行います。 

・障がいのある子どもの家庭に対してショートステイの充実を図るとともに、あおぞ

ら児童会における障がいのある子どもの受け入れ体制の拡充等について検討します。 

・身近なところでも障がいのある子どもの心身の発達につながる活動に取組むため、

障がいのある子どもの地域での遊びと交流を促進するとともに、専門的知識をもって

こうした取組みを担うことのできる人材の育成を支援します。 

 

 

＜障がい児（者）の立場にたった自立支援＞ 

・支援費や補装具等をより効果的に支援するために、プライバシーに十分に配慮しな

がら各担当課と連携して子どもの家庭環境や生育経過等の把握に努めます。 

・保護者に障がいがある場合については、十分その家族の状況を考慮した上で、慎重

かつ適切な対応を行います。 

・補装具の交付等 

・居宅生活支援費の支給 

・日常生活用具の交付等 

 

 



日本の市区町村別将来推計人口（平成 20 年 12 月推計）について 

 

 国立社会保障・人口問題研究所では、平成18（2006）年 12月に平成17（2005）年の

国勢調査をふまえた「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」を発表した。平成

19（2007）年 5 月には、この全国推計を受けて「日本の都道府県別将来推計人口（平

成 19 年 5 月推計）」を公表した。 

 このたび、この新しい都道府県別推計に基づいて新たに市区町村別の将来人口推

計を行った。推計の対象とした自治体は、平成 20（2008）年 12 月 1 日現在の市区町

村（1,805 自治体）である。 

 推計方法は以下の通りである。 

 

＜推計の枠組み＞ 

 

 推計は、おもにコーホート要因法を用いた。この方法は、ある年の男女・年齢別人

口を基準として、ここに人口動態率や移動率などの仮定値を当てはめて将来人口を

推計する方法であり、平成 17（2005）年までの実績値をもとにして推計を行った。推計

期間は、平成 17（2005）～平成 47（2035）年まで 5年ごとの 30 年間である。 



高石市

総数 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

合計 61,127 59,713 58,223 56,308 54,052 51,602 49,009

0～4歳 3,396 2,875 2,447 2,192 2,033 1,978 1,868

5～9歳 3,197 3,029 2,659 2,262 2,026 1,880 1,829

10～14歳 2,854 3,185 3,019 2,651 2,256 2,020 1,875

15～19歳 2,878 2,765 3,118 2,954 2,590 2,205 1,976

20～24歳 3,276 2,768 2,700 3,048 2,885 2,532 2,163

25～29歳 3,820 3,322 2,815 2,751 3,106 2,939 2,583

30～34歳 5,365 3,623 3,196 2,711 2,650 2,991 2,829

35～39歳 4,635 4,987 3,410 3,009 2,551 2,493 2,813

40～44歳 3,690 4,600 4,954 3,388 2,989 2,535 2,478

45～49歳 3,358 3,591 4,494 4,841 3,310 2,921 2,478

50～54歳 3,844 3,219 3,462 4,336 4,674 3,195 2,821

55～59歳 5,019 3,632 3,063 3,300 4,139 4,465 3,053

60～64歳 4,283 4,692 3,421 2,889 3,120 3,920 4,234

65～69歳 3,608 4,000 4,413 3,222 2,726 2,952 3,717

70～74歳 3,024 3,325 3,712 4,119 3,015 2,560 2,782

75～79歳 2,283 2,629 2,925 3,294 3,682 2,704 2,306

80～84歳 1,387 1,838 2,155 2,426 2,767 3,130 2,310

85歳～ 1,208 1,633 2,258 2,915 3,532 4,182 4,893

男

合計 29,425 28,480 27,554 26,425 25,156 23,830 22,490

0～4歳 1,689 1,475 1,255 1,124 1,043 1,015 958

5～9歳 1,653 1,499 1,377 1,172 1,049 974 947

10～14歳 1,487 1,669 1,512 1,388 1,182 1,058 982

15～19歳 1,474 1,431 1,618 1,464 1,343 1,143 1,025

20～24歳 1,647 1,411 1,389 1,571 1,418 1,302 1,112

25～29歳 1,915 1,659 1,427 1,407 1,593 1,438 1,323

30～34歳 2,668 1,793 1,585 1,363 1,345 1,522 1,374

35～39歳 2,308 2,433 1,662 1,468 1,263 1,246 1,410

40～44歳 1,838 2,285 2,411 1,647 1,455 1,251 1,235

45～49歳 1,642 1,754 2,196 2,317 1,582 1,398 1,203

50～54歳 1,835 1,559 1,677 2,101 2,218 1,515 1,340

55～59歳 2,461 1,723 1,475 1,589 1,996 2,109 1,441

60～64歳 2,004 2,211 1,565 1,343 1,453 1,830 1,936

65～69歳 1,719 1,836 2,043 1,448 1,246 1,354 1,710

70～74歳 1,366 1,539 1,657 1,859 1,322 1,145 1,250

75～79歳 949 1,125 1,287 1,399 1,588 1,133 988

80～84歳 483 679 831 968 1,067 1,232 883

85歳～ 286 398 589 795 992 1,164 1,374

将来推計人口５歳階級別データ（国立社会保障・人口問題研究所）



女

合計 31,702 31,233 30,669 29,883 28,896 27,772 26,519

0～4歳 1,707 1,400 1,191 1,067 990 963 910

5～9歳 1,544 1,530 1,282 1,091 977 906 882

10～14歳 1,367 1,516 1,508 1,263 1,074 962 892

15～19歳 1,404 1,335 1,500 1,490 1,247 1,061 951

20～24歳 1,629 1,357 1,312 1,477 1,466 1,229 1,051

25～29歳 1,904 1,662 1,388 1,344 1,513 1,501 1,261

30～34歳 2,697 1,830 1,612 1,347 1,305 1,468 1,456

35～39歳 2,326 2,554 1,749 1,541 1,288 1,248 1,403

40～44歳 1,852 2,315 2,543 1,741 1,534 1,284 1,243

45～49歳 1,716 1,837 2,298 2,524 1,728 1,523 1,274

50～54歳 2,009 1,660 1,785 2,235 2,456 1,681 1,481

55～59歳 2,557 1,909 1,589 1,711 2,143 2,356 1,612

60～64歳 2,278 2,481 1,856 1,546 1,667 2,090 2,298

65～69歳 1,889 2,164 2,371 1,775 1,480 1,598 2,007

70～74歳 1,658 1,786 2,055 2,260 1,693 1,415 1,532

75～79歳 1,334 1,505 1,638 1,895 2,095 1,571 1,318

80～84歳 904 1,159 1,325 1,458 1,700 1,898 1,428

85歳～ 922 1,235 1,668 2,120 2,540 3,018 3,519

2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

総人口指数 100 97.7 95.3 92.1 88.4 84.4 80.2

年少人口割合（％） 15.5 15.2 14 12.6 11.7 11.4 11.4

生産年齢人口割合（％） 65.7 62.3 59.5 59 59.2 58.5 56

老年人口割合（％） 18.8 22.5 26.6 28.4 29.1 30.1 32.7

75歳以上人口割合（％） 8 10.2 12.6 15.3 18.5 19.4 19.4



平成17年～平成21年の住民基本台帳の実績人口データに基づき、コーホート変化率法により推計した

※コーホート変化率法

コーホートとは、同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団のことを指す。

コーホート変化率法とは、各コーホートについて、過去における実績人口の動勢から変化率を求め、

それに基づき将来人口を推計する方法である。

人口推移
次世代育成支援行動計画（後期計画）策定資料



H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
0歳 656 583 585 557 574 527 504 485 466 445 430 416 405
1歳 708 656 578 577 564 572 525 502 483 464 443 428 414
2歳 687 695 621 573 561 547 555 510 487 468 449 428 413
3歳 729 665 673 594 574 547 533 540 497 474 455 436 415
4歳 676 704 636 647 579 553 527 513 519 478 456 437 418
5歳 660 680 698 625 638 572 546 520 506 512 471 449 430
6歳 687 643 677 668 610 622 558 532 506 492 497 457 435
7歳 605 680 642 669 663 606 618 554 528 502 488 493 453
8歳 641 600 693 635 657 660 603 615 551 525 499 485 490
9歳 601 634 604 689 639 659 662 605 617 553 527 501 487
10歳 580 596 628 601 686 635 655 658 601 613 549 523 497
11歳 582 576 605 631 604 691 639 659 662 605 617 553 527
12歳 581 574 582 606 632 607 695 643 663 666 609 621 556
13歳 549 582 574 574 597 626 601 688 637 657 660 603 615
14歳 546 549 577 577 571 595 624 599 686 635 655 658 601
15歳 551 545 542 571 580 568 592 621 596 683 632 652 655
16歳 574 553 535 547 566 576 564 588 617 592 679 628 648
17歳 565 581 546 540 550 567 577 565 589 618 593 680 629

実績総人口 61,704 61,402 60,928 60,774 60,504
推計総人口 60,504 60,123 59,800 59,418 59,038 58,557 58,075 57,559 57,130

0歳から5歳 4,116 3,983 3,791 3,573 3,490 3,318 3,190 3,070 2,958 2,841 2,704 2,594 2,495
6歳から11歳 3,696 3,729 3,849 3,893 3,859 3,873 3,735 3,623 3,465 3,290 3,177 3,012 2,889
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人口推計
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Ｈ21年4月1日現在

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

男 28 28 25 29 22 24 156

女 26 21 23 24 30 29 153

計 54 49 48 53 52 53 309

男 31 35 40 46 41 42 235

女 39 37 29 40 48 34 227

計 70 72 69 86 89 76 462

男 49 41 53 59 50 57 309

女 36 51 43 43 55 56 284

計 85 92 96 102 105 113 593

男 54 53 57 57 48 39 308

女 64 56 46 46 46 58 316

計 118 109 103 103 94 97 624

男 40 42 44 51 36 57 270

女 40 53 39 52 43 56 283

計 80 95 83 103 79 113 553

男 42 30 41 28 26 32 199

女 31 21 34 17 30 42 175

計 73 51 75 45 56 74 374

男 61 45 47 37 49 54 293

女 40 44 41 44 53 61 283

計 101 89 88 81 102 115 576

男 305 274 307 307 272 305 1,770

女 276 283 255 266 305 336 1,721

計 581 557 562 573 577 641 3,491

加茂小学校

合計

校区別・年齢別統計表

校区別

高石小学校

羽衣小学校

高陽小学校

取石小学校

東羽衣小学校

清高小学校



H15 H16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21
市立園 436 441 419 432 399 360 313
私立園（市内） 209 249 282 291 284 273 290
私立園（市外） 483 482 496 456 506 450 432
合計 1,128 1,172 1,197 1,179 1,189 1,083 1,035

各年度5月1日現在

幼稚園の入園児数の推移

436 441
419

432

399

360

313

209

249

282 291 284 273
290

483 482
496

456

506

450
432

0

100

200

300

400

500

600

H15 H16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21

市立園

私立園（市内）

私立園（市外）



0 16

2 23

0 3

0 7

0 11

0 9

0 2

0 4

0 2

0 3

7

3 3

1 6

6 14

7


